
平成  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 千葉労働局総務部長 殿 

 

 

                   所 在 地       

                   商号又は名称 

                   代表者氏名                    印 

 

 

平成30年度千葉県一体的実施事業における委託事業に係る一般競争入札の参加について 

 

 

 （ 私 ／ 当社 ）は、一体的実施事業における委託事業に係る一般競争入札に参加したい

ので、仕様書に記載のあった必要書類を添付して、その旨表示します。 

 なお、（ 私 ／ 当社 ）は参加するに当たり、以下の事実に相違がないこと及び事実に相

違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 

 

記 

 

１ 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当しない者であること。な

お、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は

、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

 

２ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

 

３ 厚生労働省から業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。 

 

４ 以下に掲げる法令等違反がないこと。 

    なお、参加資格における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法（昭和23年法

律第25号）第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和3

8年大蔵省令第59号）で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連

結会社」の範囲とする。 

（１）入札書提出時において、過去５年間に職業安定法（昭和22年法律第141号）又は労働者派

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（（昭和60年法律第88号）

（第３章第４節の規定を除く。））の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違

反していないこと（これらの規定に違反して是正指導をうけたもののうち、入札書提出時ま

でに是正を完了しているものを除く。）。 

（別紙１） 



（２）労働保険・厚生年金保険・国民年金・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適

用及びこれらに係る保険料の未納がないこと（入札書提出時等において、直近２年間の保険

料の未納がないこと。）。 

（３）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づく障害者雇用率以上

の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っ

ている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んで

いること。 

（４）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）に基づく高年齢者雇用確

保措置を講じていること。 

（５）入札書提出時において、過去３年間に上記以外の法令等違反があり、社会通念上著しく信

用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 

 



誓 約 書 

 

 

  （ 私 ／ 当社 ）は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該

当することはありません。 

  この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

  また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

  

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしてい

るとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
 
２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 

（４）偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者。 

 

  平成  年  月  日 

                   所 在 地       

                   商号又は名称 

                   代表者氏名                     印 
 
 
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 

※ 法人の場合は役員の氏名又は生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 

（別紙６） 


